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令和３年度 国立大学法人京都大学 年度計画 

 

（注）□内は中期計画、「・」は年度計画を示す。 

Ⅰ 大学の教育研究等の質の向上に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１ 教育に関する目標を達成するための措置 

（１）教育内容及び教育の成果等に関する目標を達成するための措置 

【1】全学共通教育と学部専門教育並びに大学院教育との連関を俯瞰的・可視的に把握でき

るよう、シラバス、コースツリー、科目ナンバリングの連携を図り、学生が学習過程

を理解し学習指針を作成するために役立てる。また、学士課程及び修士課程のカリキ

ュラムの一貫化等により、高度な専門能力をもつ多様な人材を育成する。さらに、第

２期中期目標期間から導入している博士課程教育リーディングプログラムによる幅広

い人材育成の成果を活かすなど学際的でより充実した大学院教育を推進する。 

・【1】シラバス、コースツリー及び科目ナンバリングについて、その整備状況や活用状況

を点検・評価し、学生が利用しやすいよう更に利便性を向上させる。また、各教育課

程間、各専門分野間の弾力的なカリキュラム編成等を可能とするため制度の整備及び

拡充を行う。さらに、大学院共通・横断教育基盤による大学院共通・横断教育を充実

させるとともに、大学院共通科目群の大学院教育への活用及び受講を推進する。加え

て、データ科学イノベーション教育研究センター開講科目及び大学院共通科目群の開

講科目の内容を充実させる。 

 

【2】社会において求められる人材の高度化・多様化を踏まえ、社会人編入学制度や長期履

修制度を活用し、多様な大学院生の入学を促進する。また、履修証明プログラムを活

用し、社会人の学び直しに貢献する。 

・【2】多様な大学院生の入学を促進するための社会人編入学制度や長期履修制度などの取

組を充実させる。また、履修証明プログラムの開講数等を更に充実させる。 

加えて、社会人編入学制度、長期履修制度及び履修証明プログラムの活用状況を点

検・評価し、総括する。 

 

【3】幅広い教養・基礎科目の体系をより明確にするととともに、文理融合により現代社会

が直面する課題に対応する科目（統合科学）や少人数で課題を探求する科目（ILASセ

ミナー）等を開講・充実させる。また、科目内容の見直しや国際高等教育院附属国際

学術言語教育センター（i-ARRC）の事業により、英語教育を強化するとともに、全学

的に英語による授業を充実させ、特に学士課程１・２年次を対象とする英語による基

礎・教養科目については、400科目への拡張を目指す。さらに、大学院レベルにおいて

も専門外の分野に触れることができるよう、全学共通的な教育をより充実させる。 

・【3】全学共通教育科目について、平成28年度に実施した科目群改編及び平成29年度から
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令和2年度開講科目の履修状況等を点検・評価し、令和4年度の科目設計に改善内容を

反映させる。また、統合科学科目やILASセミナー等を充実させるとともに、英語ライ

ティング-リスニング授業における少人数授業を継続する。加えて、全学的な協力のも

とに英語による全学共通科目の科目内容、科目数等の充実に重点的に取り組む。さら

に、平成30年度から国際高等教育院で開始した大学院共通・横断教育の実施状況を点

検・評価し、これを充実させるとともに、各研究科等の対応等も踏まえて、令和4年度

の科目設計に改善内容を反映させる。 

 

【4】理工系分野において、理工系人材育成戦略等を踏まえ、博士課程教育リーディングプ

ログラムや卓越大学院プログラムの活用等により、俯瞰力・創造力等を育成する教育

内容を充実させ、社会に貢献する実践的能力を身に付けた人材を育成する。また、国

際高等教育院附属データ科学イノベーション教育研究センターにおいて、教養・共通

教育から学部・大学院の専門教育までを通じた情報・統計・数理の全学的教育基盤を

構築し、我が国を支えるトップレベルの人材を育成する。人文社会系分野においても

同様に、高い適応能力を身に付けた人材を育成する。 

・【4】社会に貢献できる実践的能力や高い適応能力を持った人材を育成するため、大学院

共通・横断教育基盤を強化し、引き続き理工系・人文社会系の枠を超えた科目を充実

させるとともに、卓越大学院プログラムを実施する。また、国際高等教育院附属デー

タ科学イノベーション教育研究センターにおいて、教養・共通教育及び大学院共通教

育における情報・統計・数理の一体的科目提供を行うとともに科目等を充実させる。

さらに、博士課程教育リーディングプログラム等を含め点検・評価し、引き続き異分

野交流が可能な部局を横断した教育を充実させる。 

 

【5】各学部・研究科等の教育目的に応じた少人数授業、演習、実験・実習科目、国際化対

応科目、国内外でのフィールド学習の充実並びにｅ－ラーニング、オープンコースウ

ェア（OCW）、MOOCs等、インターネットを活用したデジタル教材を開発して能動的学習

への活用等を行う。 

・【5】各学部・研究科等の教育目的に応じて、少人数授業、演習、実験・実習科目、国際

化対応科目、国内外でのフィールド学習の実施状況を点検・評価し、次年度の科目設

計に反映させる。i-ARRCによる国際言語実践教育システムを活用した外国語教育では、

学生が個人の進度・レベル・理解度に合わせて自宅等で学習できるようにし、学生に

自律的な学習への活用を促す。さらに、ｅ－ラーニング、オープンコースウェア（OCW

）、MOOCs等、インターネットを活用したデジタル教材の開発・利用状況を点検・評価

し、能動的学習への更なる活用に向けて改善する。加えて、平成30年度に行った検証

の結果を踏まえて提供を開始した、学内向けオンライン講義配信システムKoALA（Kyoto 

University Online for Augmented Learning Activities）の提供科目を充実させる。   
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また、第4期中期目標期間におけるリサーチ・アシスタント（RA)の効果的な活用に係

る方針を検討する。 

 

【6】コースツリー、科目ナンバリング制によるシラバスの検索機能を強化するとともに、

授業評価アンケートによりそれらの検証・見直しを行い、単位の実質化に向けた取組

を推進する。特に学部における科目ナンバリングについては、導入率100％を目指す。 

また、GPA制度を導入し、その実施状況を調査分析して学生への履修指導等に活用す

ることにより、人材養成機能の向上を図る。 

・【6】コースツリーや科目ナンバリングと連携したシラバスのあり方について、授業評価

アンケートの検証結果を踏まえて、引き続き単位の実質化に向けて必要な改善を行う。

また、GPA制度に関しては、令和元（平成31）年度の活用状況等に係る検証結果等から

把握した課題について、改善するとともに、より多くの研究科等での活用に取り組む。 

 

（２）教育の実施体制等に関する目標を達成するための措置 

【7】先駆的な取組を柔軟かつ迅速に行いうる学域・学系制などを活用し、関係教員が既存

組織の枠を越えて連携のうえ、部局を横断した教育等を充実させることにより、社会

のニーズに応じた効果的な教育プログラムを遂行する。 

・【7】大学院レベルの全学共通的な教育を充実させ、 社会のニーズに応じた効果的な教育

プログラムを実施するため、関係教員の既存組織の枠を超えた連携により、大学院共

通・横断教育の質及び量を充実させるとともに、その活用及び履修を推進する。加え

て、大学院共通・横断教育の実施状況、効果等の点検・評価を実施する。 

 

【80】学部段階から優秀で志の高い留学生を積極的に受け入れ、日本人学生と共に学ばせ

る教育プログラム「Kyoto University International Undergraduate Program」（以下

「Kyoto iUP」という。）を推進し、社会が求める人材を育成する。（戦略性が高く意欲

的な計画） 

・【80】合格者に対する受入前段階教育・支援及び予備教育を着実に実施する。また、予備

教育履修者選抜を実施し、優秀な留学生の受け入れを実現する。さらに、リクルート

・広報活動を継続し、重点対象国であるASEAN各国を中心にプログラム認知度を一層向

上させ、受験者を増加させる。加えて、プログラムを効果的に推進するため、これま

での取組を点検・評価し、改善を実施する。 

 

【8】各学部・研究科等の教育研究の状況、充足率、進路状況、企業へのアンケート調査結

果等を踏まえ、適切な入学定員の設定・見直しを行う。 

・【8】当該年度の入学定員の充足状況を検証するとともに、過去の受験者数や充足状況も

踏まえて、適切な入学定員の設定・見直しに向けた取組を行う。また、これまでの取
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組状況を点検・評価する。 

 

【9】授業評価アンケートや、卒業生・修了生、就職先等関係者へのアンケート等の実施に

より学生等の意見を聴取し、教育改善に活用する。また、全学的なファカルティ・デ

ィベロップメント（FD）について企画・実施するとともに、FD勉強会を通じて部局の

FD活動を支援し、専任教員の75％以上の受講を目指す。 

・【9】学生等へのアンケートシステムを活用し、在学生・卒業生・修了生へのアンケート

等により意見を聴取し、教育改善に活用する。また、ファカルティ・ディベロップメ

ント（FD）の実施状況を踏まえ、全学的なFDについて企画・実施するとともに、部局

のFD活動を支援する。加えて、令和元（平成31）年度に見直した全学的なFDの企画・

実施を行う体制を強化し、専任教員の受講率を75％以上にする。 

 

【10】講義室、演習室、実験実習室等の設備、自学自習環境、学生所有のノートパソコン

等の端末を持参させるBYOD (Bring Your Own Device) の実現に向けた教育学習端末環

境及び学習支援システム等の整備充実を行うことにより、教室をはじめキャンパス内

外における教えや学びが統合された教育学習環境の整備を推進する。 

・【10】講義室、演習室、実験実習室等の設備、自学自習環境等、教室等設備の整備、学生

所有のノートパソコン等の端末を持参させるBYOD (Bring Your Own Device) の実現に

向けた教育学習端末環境の整備充実に取り組む。また、教育学習環境整備の進捗状況、

教育効果等を点検・評価し、必要に応じて改善・推進策を実施する。 

 

【11】教育プログラムの特性に応じた資料収集を行うことにより、図書館の蔵書、電子ジ

ャーナル・データベースを充実させる。また、各キャンパスの特徴に応じた図書館の

整備及び機能向上を行う。 

・【11】平成29年度に検討した電子ジャーナル整備方針に則り、電子ジャーナルを計画的に

整備する。また、蔵書構築、電子ジャーナル及びデータベースの整備状況に係る検証

結果を踏まえ、電子書籍を含む学生用図書を充実させるとともに、電子ジャーナル及

びデータベースの見直しを実施する。さらに、平成28年度に策定した学習支援環境の

整備計画に基づき、教育環境及び学習支援環境の整備を進める。加えて、これまでの

取組とその効果に係る点検・評価を行い、第4期中期目標期間における教育環境整備に

係る方針を立案するとともに、具体的な取り組みを検討する。 

 

（３）学生への支援に関する目標を達成するための措置 

【12】相談員や支援担当者の全学的な連携を強化し、就学や学生生活に困難を抱える学生

に対する相談・支援機能を強化するとともに、障害のある学生、留学生など多様な学

生が相談しやすい体制を整備する。また、学生が安心して学生生活を送ることができ
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るよう、学生保険に原則全員加入することとし、加入率100％を目指す。 

・【12】全学支援組織と部局支援担当者との相互連携を強めるとともに、学生･教員の双方

の視点から多様な支援の方法を検討し、有効と思われるものから実施する。また、各

大学等とのネットワークを利用して障害学生支援にかかる対応事例やノウハウを共有

するととともに、障害の特性に応じた支援機器の整備を図るなど、障害のある学生の

修学環境を充実させる。さらに、外国人留学生や海外へ派遣予定の学生に対しては、

ヘルスケア講習会を開催する等相談・支援業務を継続する。加えて、入学手続と併せ

て学生が保険加入手続を行う方策について、運用上の課題を把握し、必要な改善を行

い、原則全員加入を徹底する。このほか、多様な学生に対する学習支援及び生活支援

の取組について点検・評価及び改善を実施する。 

 

【81】次代を担う教員候補者及び国際社会で活躍する人材の育成に向け、ティーチング・

アシスタント（TA）及びリサーチ・アシスタント（RA）業務の質向上や制度充実を目

的として、新たに「GST(Graduate Student Training)センター」（仮称）を設置する。

（戦略性が高く意欲的な計画） 

・【81】教育担当副学長の下に設置したGST推進室において、研修プログラムの開発を推進

するとともに、令和4年度のGST(Graduate Student Training)センター（仮称）の設置

に向けて取組を推進する。 

 

【13】インターンシップや、大学教員を目指す大学院生等に対するプレファカルティ・デ

ィベロップメント（プレFD）を実施するとともに、学生の職業意識啓発のためのセミ

ナー等について、参加者のニーズを踏まえた内容の充実を図る。また、大学院博士課

程の学生・修了者への就職支援の充実を図るなど、学生のキャリアパスに応じた就職

支援を実施する。 

・【13】キャリア教育に資するインターンシップへの参画を促すとともに、大学教員を目指

す大学院生等に対するプレファカルティ・ディベロップメント（プレFD）を実施する。

また、キャリア教育・支援に関する教職員の意識啓発を図るため、情報交換会を実施

する。加えて、学生を対象とするインターンシップや就職に関するガイダンス、セミ

ナー、合同企業説明会等の開催や博士就職支援を引き続き実施し、それらの参加者数

やマッチング実績をもとに点検・評価を実施する。 

 

【14】経済支援を必要とする学生や優秀な学生が勉学・研究に専念できるよう、民間資金

の獲得などを通じ、学生への経済支援の強化を進める。授業料免除制度及び奨学金制

度について、教務情報に関するポータルサイト等を活用し、学生への周知を徹底する。

また、優秀な外国人留学生への支援としては、奨学金取得者のうち、入学許可時にお

ける奨学金支給決定者数をさらに拡充させる。 
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・【14】学生への経済支援の強化を進めるため、民間資金の獲得に向けた取組を継続する。

また、真に困窮している学生に必要な支援が可能となるよう、授業料免除制度及び奨

学金制度について、より効果的な方法で学生へ周知する。加えて、外国人留学生奨学

金取得者のうち、入学許可時における奨学金支給決定者数の拡充方策を継続して実施

し、当該決定者数を増加させる。さらに、経済支援を必要とする学生及び優秀な学生

への支援方策について点検・評価し、第4期中期目標期間における戦略を検討・策定す

る。 

 

【15】課外活動の支援、課外活動施設の充実を行う。また、学生の社会貢献活動を支援す

る。さらに、学生の福利厚生施設を整備するとともに、学生寮については可能なもの

から順次再整備し、全体として拡充する。 

・【15】課外活動の支援、課外活動施設の充実を行うとともに、第 4期中期目標期間におけ

る課外活動施設整備計画の検討・策定を行う。また、学生の社会貢献活動の支援の継

続及び創立 125 周年に向けて学生が企画する事業への支援を行う。さらに、学生寮に

ついては順次耐震化に向けて検討を進め、可能なところから充実を図るなど、福利厚

生施設の拡充・整備を行う。 

 

（４）入学者選抜に関する目標を達成するための措置 

【16】明確なアドミッション・ポリシーを踏まえ、本学への留学希望者を含む優秀な入学

志願者の確保を目指し、各種大学・入試説明会、オープンキャンパス、大学案内冊子

等を通じて、本学の基本理念及びアドミッション・ポリシーの浸透を図る効果的な入

試広報活動を行う。 

・【16】本学への優秀な入学志願者の確保を目指し、オープンキャンパスを引き続き開催す

るとともに、本学独自の入試説明会等を開催して、本学の教育・入試制度・魅力等の

発信を行う。また、各入試説明会での参加者アンケート等を活用し、入試広報活動を

充実させる。さらに、留学生については部局ニーズに基づく、出願に直結する広報活

動を実施するとともに、国内外の留学フェアなど入試広報活動を実施する。また、国

際アドミッション支援オフィスを活用し、特にASEAN方面への入試広報活動を推進する

。加えて、高大接続・入試センター等において、これまでの入試広報活動に係る取組

について点検・評価を行う。 

 

【82】優秀で意欲のある留学生を確保するため、「国際アドミッション支援オフィス」を設

置し、各国の教育事情等の調査分析を踏まえた戦略的な広報・誘致活動を行う。（戦略

性が高く意欲的な計画） 

・【82】国際アドミッション支援オフィスにおいて、優秀な外国人留学生獲得のため、各国

の教育事情等の調査分析を実施するとともに、効果的なリクルーティング戦略を策定
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し、特にASEAN地域を重点対象地域として、戦略的かつ積極的な広報活動及び誘致活動

を部局と連携して実施する。また、全学海外拠点のASEAN拠点における広報・誘致活動

を通じて得られた有用な情報を適宜、国際戦略本部国際アドミッション支援オフィス

運営委員会及び関係部局にフィードバックする。加えて、部局が実施する優秀な外国

人留学生獲得のための取組を継続的に把握するとともに、ポストコロナのリクルーテ

ィング戦略を検討する。さらに、入学希望者向けポータルサイトの継続的な改良を行

う。 

 

【17】一般入試及び特色入試で入学した学生の入学後の修学状況や学業成績、大学院への

進学状況等の追跡調査を実施するとともに、求める人物像に適った学生が入学してい

るか検証を行い、これを踏まえて本学における入試制度全体の改革のあり方等につい

て検討し、適切な改善を行う。また、高等学校における幅広い学びと活動の実績を評

価し、個々の学部におけるカリキュラムや教育コースへの適合力を判定する「京都大

学特色入試」を確立する。（戦略性が高く意欲的な計画） 

・【17】一般選抜及び特色入試に係る検証の結果を踏まえ、必要な改善を継続する。また、

高大接続・入試センターにおいて、一般選抜及び特色入試に関する広報活動、高大接

続事業の実施、入学者の追跡調査などの事業を展開するとともに、これらの事業の実

施状況を点検・評価し、必要な改善を行う。 

 

（５）教育のグローバル化に関する目標を達成するための措置 

【18】国際高等教育院の体制を充実させ、英語による全学共通科目の講義の増加・充実を

行うとともに、英語による専門科目及びICTを活用した国際共同実施科目の増加と充実

等を行う。特に学士課程１・２年次を対象とする英語による基礎・教養科目について

は、400科目への拡充を目指す。 

・【18】全学的な協力のもと国際高等教育院の体制の充実を図り、英語による全学共通科目

を担当する教員の採用を継続し、英語教育を充実させる。また、英語による専門科目

及びICTを活用した国際共同実施科目の充実を行う。 

 

【19】大学の国際化に向けた学生海外派遣・留学生受入を推進する。具体的には、学生海

外派遣については、国際インターンシップの推進や多様な海外留学プログラムの実施

により、中長期及び短期の海外留学者数を1,600人（通年）に増加させることを目指す。

留学生受入れについては、Kyoto iUPの推進や短期受入プログラムの充実などにより、

優秀で意欲のある学生の更なる確保・育成に努めるとともに、受入数を増加させ、外

国人留学生数3,300人（通年）を目指す。特に、世界各国の動向（授業料設定を含む）

を踏まえた留学生確保のあり方を検討し、その方向性について取りまとめる。また、

学生交流の基礎となる大学間学生交流協定の締結数を拡大し、150件を目指す。 
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・【19】大学の国際化に向けた学生海外派遣・留学生受入等を推進するため、部局ニーズも

組み入れた、多様な海外留学、国際インターンシップ・留学生受入プログラムを引き

続き充実させるとともに、アドミッション・アシスタンス・オフィス及び国際アドミ

ッション支援オフィスを有機的に連携させ、優秀な留学生の獲得に取り組み、その取

扱対象地域について、ASEAN方面への拡充を推進する。また、学生交流の基礎となる大

学間学生交流協定の締結に重点的に取り組む。さらに、国際アドミッション支援オフ

ィスにおいて、世界的な動向を踏まえた効果的な留学生獲得戦略を検討し、方針案を

取りまとめる。加えて、学生海外派遣・留学生受入の取組に係る点検・評価を行う。 

 

２ 研究に関する目標を達成するための措置 

（１）研究水準及び研究の成果等に関する目標を達成するための措置 

【83】基盤的、先端的、独創的及び学際的研究を推進する。特に、再生医療分野と医学生

物学分野、化学と生命科学との融合分野では、世界を先導する最先端研究を推進し、国

際的に評価の高いジャーナル（Top5%）に掲載される大学全体の論文数を、第3期のいず

れかの年において800篇を達成する。 

また、我が国の人文・社会科学研究の再構築に向け、一層の国際化を推進する。特に、

京都の文化や日本の思想に強い関心を持つ世界中の学生や研究者との交流を促進すると

ともに、その支援を充実させる。 

（戦略性が高く意欲的な計画） 

・【83】基盤的、先端的、独創的及び学際的研究を推進するとともに、それらの研究力強化

に向け、本学の研究者に対する学内研究支援事業を充実させる。加えて、これまでの

支援事業について点検・評価し、必要な改善及び第4期中期目標期間における方針を検

討・策定する。 

また 、人文・社会科学研究の一層の伸長・国際化を推進する取組を継続する。 

 

【20】基盤的研究環境の維持発展や、先端的、独創的、学際的研究の推進に向けて、全学

的かつ戦略的なリサーチ・アドミニストレーター（URA）の組織体制を整備し、研究支

援事業の強化を行う。 

・【20】リサーチ・アドミニストレーター（URA）組織による研究支援体制の機能強化を図

り、エビデンスベースの大学運営を推進する。また、研究力強化に向け、本学の研究

者に対する研究支援事業を充実させるとともに、同事業の点検・評価を行い、第4期中

期目標期間における方針を検討・策定する。 

 

【21】世界に冠たる研究を行っている世界トップレベル研究拠点（WPI拠点）を核とした世

界トップレベルの国際研究拠点として高等研究院を設置するとともに、iPS細胞研究の

裾野拡大や研究体制の強化に向けた取組の推進など、国際的研究拠点等の支援を行う。
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（戦略性が高く意欲的な計画） 

・【21】高等研究院において、国際的な最先端研究を展開する。また、医学部附属病院先端

医療研究開発機構において、iPS細胞及びiPS細胞技術を利用する医療・創薬の早期実

用化に向けた研究をさらに強化推進するとともに、iPS細胞研究の裾野拡大を図るため

、研究者・技術者を育成し、iPS細胞技術を普及させる。さらに、iPS細胞及びiPS細胞

技術に関するこれまでの取組を点検・評価し、第4期中期目標期間における方針を検討

・策定する。 

 

【22】研究連携基盤内の未踏科学研究ユニットを活用し、異分野融合による新たな学術分

野の創成を促進する取組を通じて、国際共同利用・共同研究拠点及び共同利用・共同

研究拠点の運営基盤を確保しつつ組織間の連携強化を図り、研究力強化やグローバル

化を推進する。（戦略性が高く意欲的な計画） 

・【22】研究連携基盤内の未踏科学研究ユニットにおいて、優れた外国人教員の雇用や多様

な人材の育成、研究成果等の情報発信により、異分野融合による新たな学術分野の創

成を加速させる。また、これらの活動を通じて、国際共同利用・共同研究拠点及び共

同利用・共同研究拠点の運営基盤を確保しつつ各研究所等組織間の連携強化や効率的

・効果的な活動を推進し、研究力強化やグローバル化を推進する。さらに、研究連携

基盤の運営状況及び未踏科学研究ユニットの活動状況の評価を行うとともに、評価結

果に基づき、研究連携基盤の活動の在り方等について検討のうえ、見直し等を実施す

る。 

 

【23】国際共同利用・共同研究拠点及び共同利用・共同研究拠点において、国際ネットワ

ークを形成して国際共同研究や人材交流を推進するため、柔軟な人事制度や研究環境

の整備を行う。また、拠点の活動実態や所属研究者の最新の動向に係る情報発信を国

内外に向けて積極的に行う。 

・【23】国際共同利用・共同研究拠点及び共同利用・共同研究拠点において、国際ネットワ

ークを形成して国際共同研究や人材交流を推進するため、待遇面等についてニーズに

応じた雇用を進めるとともに、研究者のための研究環境改善や生活面のサポート等を

行う。また、研究成果のわかりやすい発信のため、広報体制について推進・強化する。

加えて、平成30年度に行った中間評価結果を踏まえて検討した今後の方針に沿って、

拠点の活動を推進するとともに、必要な改善を行う。さらに、期末評価の結果を踏ま

えて、改善を行うとともに、第4期中期目標期間における拠点の在り方を検討する。 

 

（２）研究実施体制等に関する目標を達成するための措置  

【24】若手研究者及び女性研究者の研究環境整備と育成支援の充実を行う。また、教員組

織（学系・全学教員部）単位で、学術分野の特性等に応じた若手教員の雇用促進に関
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する計画を定める。これに加え、教員定員の若手教員への優先的再配置を進めるとと

もに、間接経費や外部資金を活用して若手教員ポストを確保する仕組みを整備するな

どして、若手教員数の低下傾向に歯止めをかけ、増加を目指す取組を実施する。更に、

外国人研究者への研究支援及び受入体制の充実を行う。 

・【24】次世代を担う若手研究者の育成支援を目的として、京都大学次世代研究者育成支援

事業「白眉プロジェクト」及び世界で活躍できる研究者戦略育成事業等に取り組む。

さらに、若手教員雇用の促進に資する施策を実行するとともに、必要に応じて制度改

正を行う。 

また、女性教員の採用支援に関する取組及び女性研究者の研究環境整備と育成支援

を目的として、待機乳児保育室の開室、第14回たちばな賞による優秀な若手女性研究

者の顕彰、女子高生を対象とした車座フォーラムを引き続き行うとともに、次期男女

共同参画推進アクションプランを設定する。 

加えて、外国人研究者等に係る各種申請手続等に関して、部局担当者からの意見聴

取等を踏まえ、利便性を向上させる。また、外国人研究者等に係る住居に関して、民

間業者等との連携による新たな宿舎整備を拡充するとともに、外国人用宿舎・賃貸物

件等の情報提供を充実させる。 

上記のほか、若手研究者、女性研究者及び外国人研究者の獲得、育成支援に係る取

組について、第4期中期目標期間における方針を検討・策定する。 

 

【25】リサーチ・アドミニストレーター（URA）を中長期的に確保・育成するとともに、事

務部門との連携強化等による研究支援体制の整備・充実を行う。特に若手研究者、女

性研究者、外国人研究者等に対する支援を強化する。併せて、研究者のワークライフ

バランスの調整に関する支援、研究活動に根ざした支援を実施する。 

・【25】多様性に富む教員が研究教育に専念し、能力を発揮しやすい環境の整備に係る以下

の取組を行う。 

・リサーチ・アドミニストレーター（URA）組織による研究支援体制の充実と事務部門

との協働によりもたらされる成果を一層高める取組の推進 

・高度な専門知識・技術を持つURA人材の育成、身分の安定化及びキャリア・ディベロ

ップメントの確立 

・若手研究者の自立的かつ独創的な研究活動の促進を目的とした支援体制の充実 

・女性研究者の支援強化として、本学における育児・介護支援制度の広報の実施 

・外国人研究者に係る各種申請手続き等の利便性向上 

・民間業者等との連携による、外国人研究者が入居可能な宿舎整備の拡充 

・外国人用宿舎・賃貸物件等の情報提供の充実 

・研究者のワークライフバランスの調整を図りやすくするため、待機乳児保育室の継

続開室及びベビーシッター助成券の年度当初からの配付 
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・研究・実験補助者雇用制度の継続 

上記に加え、これまでの取組状況について点検・評価し、第4期中期目標期間におけ

る方針を検討・策定する。 

 

【26】電子ジャーナル・データベースの適切な選定・収集、京都大学学術情報リポジトリ

KURENAIや京都大学研究資源アーカイブのコンテンツ登録・発信の推進、学術標本資料

データベースの作成等により、附属図書館や総合博物館等における学術・情報資源を

充実させる。 

・【26】附属図書館や総合博物館等における学術・情報資源の充実に向けた以下の取組を行

う。 

・学術標本資料の保全と活用環境向上の実施並びにデジタル化及びデータベース整備

の経費を含む効率的効果的方法に係る検討 

・研究資源の資料実物及びデータの保全、デジタル化並びに研究資源の資料実物・デ

ータの提供者に対する満足度等調査の実施 

・本学が収集・蓄積した古典籍等の一次資料の電子化及び京都大学貴重資料デジタル

アーカイブによる公開並びにこれまでの取組の検証を踏まえ、部局所蔵資料等を含

めた更なる電子化・公開を実施 

・総合博物館における、学術標本資料の保全と電子情報の整備を含む活用環境向上に

向けた取組の実施及び検証の継続 

・「京都大学総合博物館収蔵資料目録９ 楔形文字粘土板」目録刊行 

・総合博物館における展覧会開催による学術資源の公開 

・「京都大学における教育研究の過程において収集・作成されたさまざまな資料類を体

系的に収集・保存し、新たな教育研究の資源（研究資源）として運用することを目

的とする」の方針に基づく京都大学研究資源アーカイブに係る研究資源の資料実物

及びデータの保全並びにこれらのデジタル化の推進 

上記取組のほか、学術情報資源充実に係る研究支援機能強化に係る取組について点

検・評価を行い、第4期中期目標期間における計画を検討・策定する。 

 

（３）研究のグローバル化に関する目標を達成するための措置 

【27】本学が参加する大学間国際コンソーシアムを介し、大学間国際ネットワークを強化

する。また、国際共同研究の推進や人的交流の基礎となる、大学間学術交流協定締結

を推進し、協定校数200校超を目指す。これらネットワークの強化や学術交流協定に基

づく研究者交流の実施などにより、国際競争力ある海外大学等との国際共同研究を推

進する。 

・【27】国際競争力ある海外大学等との国際共同研究の推進に向けた、以下の取組を行う。 

・大学間国際ネットワークとの連携事業の推進 



- 12 - 

・国際共同研究の推進や人的交流の基礎となる、海外大学・機関との学術交流協定の

締結 

・国際シンポジウム事業等の充実 

・国際的な研究連携体制の整備を実施 

上記取組のほか、国際研究交流に係る取組を点検・評価し、第4期中期目標期間にお

ける戦略を検討・策定する。 

 

【28】若手研究者の海外派遣支援を強化する。また、Webによる申請サービスを充実させ、

入国ビザの申請等のワンストップサービスを実施するとともに、留学生宿舎を含む外

国人向けの宿舎を合計800戸に増加させることを目指すなど、留学生や外国人研究者及

び外国人教員の受入体制・制度を充実させる。 

・【28】若手研究者の海外派遣及び国際交流等に係る事業を実施・支援するとともに、同事

業に係る点検・評価を行い、第 4 期中期目標期間における戦略を検討・策定する。ま

た、外国人研究者に係る各種申請手続等に関して、部局担当者への意見聴取等を踏ま

え、利便性を向上させる。さらに、留学生宿舎を含む外国人向けの宿舎を第３期中期

目標期間中に合計 800 戸に増加させるとともに、外国人用宿舎・賃貸物件等の情報提

供を充実させる。 

 

【29】高等研究院等の世界トップレベルの研究拠点の形成・充実を図るため、柔軟な拠点

運営、また国際化に対応する組織体制や研究支援機能を構築する。 

・【29】高等研究院において、国際的な最先端研究を展開するとともに、運営体制や研究支

援機能を充実させる。また、これまでの取組状況について点検・評価し、第4期中期目

標期間における方針を検討・策定する。 

 

【84】優秀な研究者・学生の獲得や人材育成、海外の産業界との連携等を戦略的に促進す

るため、海外大学等との双方向型研究交流をチーム単位で行う「On-site  Laboratory

」（現地運営型研究室）の制度を創設し、設置する。（戦略性が高く意欲的な計画） 

・【84】海外の大学や研究機関と共同で設置するOn-site Laboratoryについて、連携機関と

共同で教育研究活動を推進するとともに、事業の活性化や各種支援を行う。また、

On-site Laboratoryの活動成果を学内外に発信する。 

 

３ 社会との連携や社会貢献及び地域を志向した教育・研究に関する目標を達成するため

の措置 

【30】京都に関する講義等により、課題認識、俯瞰力、責任力を持った人材を養成すると

ともに、学生、教員、地域関係者の協働により、地域課題の解決を図る。また、「地（知）

の拠点大学における地方創生推進事業」において京都学教育プログラムを実施し、事
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業終了年度の平成29年度までに、延べ1,500人の履修者を目指す。（戦略性が高く意欲

的な計画） 

・【30】京都に関する講義等について、平成30年度以降の実施方針を踏まえ、学生、教員、

地域関係者の協働により、地域課題の解決に向けた講義やフィールドワークを実施す

る。また、これまでの取組状況について検証する。 

 

【31】本学の学術資源を活用し、京都をはじめとする地域等の文化、産業等の発展と課題

解決に資する社会連携を推進する。さらに、フォーラム、講演会、隔地の施設公開な

どの社会連携イベントを通じて、社会人等の生涯学習機会を拡充する。 

・【31】京都をはじめとする地域等の文化、産業等の発展と課題解決に資する社会連携事業

を実施する。また、春秋講義、未来フォーラム、地域講演会などを通じて生涯学習機

会を拡充するとともに、京大ウィークスを実施し、隔地の施設公開などを実施する。

各事業の参加者数、アンケート等により、実施状況の調査・検証を行い、第4期中期目

標期間における事業計画を検討・策定する。 

 

【32】各地域の教育委員会との連携協定に基づいた高大連携事業を推進するとともに、連

携協定校の生徒を対象とした本学主催の高大連携事業を展開する。その他、スーパー

サイエンスハイスクール（SSH）やスーパーグローバルハイスクール（SGH）をはじめ

として、高等学校からの要請に基づき、本学の研究の最先端に触れることができる事

業を実施する。 

また、高大接続事業であるグローバルサイエンスキャンパス（GSC）事業「科学体系

と創造性がクロスする知的卓越人材育成プログラム」を文系分野まで拡大し、本学に

おいて高度なプレ教育を行う。具体的には、事業終了年度の平成29年度まで、年間180

人の参加を目指す。さらに、GSC事業終了時に事業の見直しを行い、継続・発展させる。 

・【32】連携協定を締結した教育委員会と協力して高大連携事業を展開するとともに、本学

主催のサマープログラム及びサイエンスフェスティバルを実施する。 

また、スーパーサイエンスハイスクール(SSH)やスーパーグローバルハイスクール

(SGH)をはじめとして、高等学校からの要請に基づき、本学の研究の最先端に触れるこ

とができる事業を実施する。 

さらに、高大接続事業である「科学体系と創造性がクロスする知的卓越人材育成プ

ログラム（ELCAS）」を引き続き実施するとともに、必要な改善や未開講分野への拡大

を行い、意欲と主体性を持った人材の育成に資する教育に取り組む。 

加えて、高大接続・入試センターにおいて、これまでの取組状況について点検・評

価し、第4期中期目標期間における高大連携事業の方針を検討・策定する。 

 

４ その他の目標を達成するための措置 
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（１）グローバル化に関する目標を達成するための措置 

【33】独立行政法人国際協力機構（JICA）や国際連合教育科学文化機関（UNESCO）など国

際機関等との連携及び国際協力により、ASEAN地域をはじめとする様々な地域において

国際貢献を図る。また、医療スタッフや医療技術による国際的な医療貢献を推進する。 

・【33】海外拠点の活用も含め、独立行政法人国際協力機構（JICA）や国際連合教育科学文

化機関（UNESCO）をはじめとする国際機関等との連携及び国際協力を図り、ASEAN地域

を始めとする様々な地域において国際的な協力事業を推進する。また、ブータン王国

や他国の関係機関と医療スタッフ交流を図り、国際的な医療貢献を推進する。さらに、

国際協力・国際医療貢献事業について点検・評価を行い、第4期中期目標期間における

戦略を検討・策定する。 

 

【34】各部局による従来の研究交流実績を踏まえて全学海外拠点を整備するとともに、そ

れら海外拠点の４つの共通ミッション（研究活動支援、教育活動支援、教職員・学生

の国際化及び社会連携）に基づき、各地域におけるハブ機能を担う運営を進める。 

・【34】全学海外拠点のハブ機能を担う運営を進め、本学の研究教育活動を支援する。特に

部局間の連携を進め、研究交流ネットワークの戦略的整備への取組を行う。また、海

外機関等との連携強化を継続する。加えて、これまでの全学海外拠点事業について点

検・評価のうえ、令和2年度に策定した全学海外拠点将来構想に基づき、第4期中期目

標期間に向け全学海外拠点の体制整備を進める。 

 

【35】スーパーグローバル大学創成支援「京都大学ジャパンゲートウェイ構想」事業の目

標達成に向け、第２期中期目標期間において整備した世界トップレベルの外国人教員

を待遇面等で柔軟に雇用可能とする制度等を活用し、以下の取組を進める。（戦略性が

高く意欲的な計画） 

(a) 外国の大学との共同実施科目をコアカリキュラムとする国際共同教育プログラム

「スーパーグローバルコース」、外国の大学と共同で教育課程を編成し学位を授与す

る国際共同学位プログラム「ジョイント／ダブルディグリープログラム」について、

事業を実施する６分野を中心に遂行するとともに、全学位コースのうち外国語のみ

で卒業できるコースを30まで拡張し、さらに国際通用性を備え、質保証された教育

制度・教育課程を構築し、拡充する。また、これらの成果のひとつとして、学生の

国際共著論文数（国際学会共著発表論文を含む。）の増加を目指す。 

 

(b) 教育・研究環境の国際化対応のため、国際教育アドミニストレーターによる効果

的な支援や、海外拠点の拡充、事業を実施する６分野を中心に学位プログラム実施

のための大学間交流協定の締結等を推進する。 
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(c) 入試における外国語力の判定の外部試験の活用、多様なカリキュラムに対応した

柔軟な学事暦の設定、インターネットを活用した講義のオンライン配信など、大学

の国際開放性を意識した教育改革を進める。特に、遠隔講義システムによる講義等

ICTを活用した国際共同実施科目として90科目の開講を目指す。 

・【35】「京都大学ジャパンゲートウェイ構想」事業の目標達成に向けた、以下の取組を行

う。 

・「ジョイント／ダブルディグリープログラム」等の国際共同教育・学位プログラムを

推進 

・教育・研究環境の国際化対応のため、国際教育アドミニストレーターによる、部局

のニーズに沿った調査・情報提供等を行うとともに、大学間交流協定の締結等を推

進 

・入試における外国語力の判定の外部試験の活用を促進 

・遠隔講義システムによる講義等ICTを活用した国際共同実施科目として新規科目を更

に開講 

また、「京都大学ジャパンゲートウェイ構想」事業に係る取組について点検・評価し

、総括を行う。 

 

【36】国際高等教育院附属国際学術言語教育センター（i-ARRC）の強化、研究連携基盤内

に置く学際的研究組織（未踏科学研究ユニット）の体制整備及び「On-site Laboratory

」の設置等により、優れた外国人教員等の雇用を組織的・戦略的に推進し、それらの

数を延べ500人に増加させる。（戦略性が高く意欲的な計画） 

・【36】国際高等教育院附属国際学術言語教育センター（i-ARRC）及び研究連携基盤未踏科

学研究ユニットで引き続き外国人教員等の雇用を実施するとともに、On-site 

Laboratory事業の活性化や各種支援を行うことで、優れた外国人教員等の雇用を組織

的・戦略的に推進し、それらの数を増加させる。 

 

【37】国際戦略推進業務がより円滑に遂行できるよう、部署間連携体制を充実・強化する。

また、若手研究者・学生・職員の海外派遣に係る支援を強化する。さらに、英語研修

実施や自己啓発支援により、グローバル化を支える職員を計画的に育成し、外国語力

基準を満たす専任職員120人の確保を目指す。 

・【37】国際戦略推進業務の円滑な遂行のため、国際担当部署と、企画・広報・IR推進・学

術研究支援等担当部署との連携体制のさらなる充実に取り組む。また、若手研究者・

学生・職員の海外派遣に係る支援を強化する。さらに、グローバル化を支える職員を

計画的に育成するため、英語実践研修及び自己啓発支援等を実施する。加えて、引き

続き国際戦略を推進する機能・体制を充実させるとともに、点検・評価を行い関係組

織の見直しを実施する。 
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（２）附属病院に関する目標を達成するための措置 

【38】医師、看護師、薬剤師、技師等全ての医療従事者の連携によるチーム医療を引き続

き推進するとともに、「安全」を中心とした診療業務に係る処理手順等の見直しを行い、

患者個人の価値観や多様なライフスタイルに応じた医療の提供を行う。さらに、医療

事故調査報告制度を活用することにより、医療の安全を確保し、質の高い医療を提供

する。また、医療情報システム等の再構築を含めた改善を図り、医療従事者の業務負

担軽減を進めるとともに、医療安全等の大学附属病院間における相互チェックの対策

等を進めることにより、医療の安全性を向上させる。 

・【38】患者個人の価値観や多様なライフスタイルに応じた医療の提供に向けて、医療問題

対策・臨床倫理委員会における日常の臨床現場での倫理問題に関する事例相談への取

組を行う。 

また、質の高い医療を提供するため、医療の安全の確保と安全性の向上に向けた、

以下の取組を行う。 

・医師、看護師、薬剤師、技師等全ての医療従事者の連携によるチーム医療の推進の

一助として、クリニカルパス（治療や看護の手順）の適用のための所要の見直しを

行い、改善に取り組むとともに、チーム医療に関する勉強会・研修会を開催する。 

・診療業務標準化委員会における診療業務の標準化の実施 

・医療安全管理のための各種マニュアルについて、適宜の見直し・改訂及び必要に応

じた新規策定 

・医療事故調査報告制度により全国から集積された事例の情報に基づく、再発防止へ

の取組 

・総合医療情報システムの更新 

・大学附属病院間における相互チェック、特定機能病院間相互のピアレビューの実施

及び必要に応じた改善の実施 

 

【39】第２期中期目標期間から実施している総合医療情報システム更新に伴うICT化を更に

推進することにより、安全チェック機能を強化し、プライバシーを確保した患者情報

の一元管理や情報開示を拡充するとともに、第２期中期目標期間から開始された地域

包括ケアシステムの推進をはじめとした、京都府及び京都市並びに地域の医療機関と

の連携を強化し機能分担を進めることにより、大学病院として求められる医療を提供

する。 

・【39】安全で質の高い医療の提供を目指し、これまでの取組の検証結果も踏まえて、引き

続き医療機関との連携の強化及び機能分担に向けた以下の取組を行う。 

・総合医療情報システムの更新 

・京都府広域連携医療情報基盤システム（まいこネット）を通じた患者診療データの
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提供 

・地域医療機関との間での紹介患者の受入れ及び患者逆紹介 

 

【40】病院再整備計画において、個室率を32.3％、患者食堂を計25箇所に増加させるなど

の取組により、患者アメニティを向上させる。また、カンファレンスルームの増設及

びスタッフステーションの改善等により、医療に専念できる快適な職場環境の整備を

行う。 

・【40】患者アメニティの向上と快適な職場環境の整備に向けた、以下の取組を行う。 

・病院再整備計画における、既存施設の改修工事の円滑な推進 

・患者満足度調査（院内サービス向上のためのアンケート調査）の実施及びアンケー

ト結果に基づく院内サービスの改善 

 

【41】医学部等との連携を強化して、学部学生の臨床実習受入体制を整備拡充し、臨床参

加型の卒前教育の充実に取り組むとともに、多職種間連携による教育支援、アウトカ

ムに沿う指導、評価を取り入れ、将来のキャリアパスにつながる卒後研修プログラム

を実施することにより、卒前、卒後を通じて優れた医師を育成する。 

・【41】高度な診療・研究能力と技術を有し、診療力の高い、人間性豊かな医療人の育成に

向けた以下の取組を行うことにより、卒前、卒後を通じて優れた医師を育成する。 

・医学部等との連携を強化して、学部学生の臨床実習受入体制を整備拡充し、臨床参

加型の卒前教育を充実 

・多職種間連携による教育支援、アウトカムに沿う指導、評価を取り入れ、将来のキ

ャリアパスにつながる卒後研修プログラムを実施 

また、これまでの取組状況について点検・評価を行い、卒前・卒後教育プログラム

を改善する。 

 

【42】指導者・ファシリテーターなどの人材について育成コースを設立して育成し、診療

科と連携してシミュレーション教育の拡充など院内の教育システムの基盤を強化する

ことにより、必要な知識・技能を効率的に修得させるとともに、院内外並びに地域の

医療者のニーズに合わせた有益な生涯学習の機会を提供する。 

・【42】指導者・ファシリテーターなどの人材育成を目的とした育成コースに関し、診療科

と連携してシミュレーション教育の拡充など院内の教育システムの基盤を強化するこ

とにより、同コースの受講者に対し、必要な知識・技能を効率的に修得させるととも

に、院内外並びに地域の医療者のニーズに合わせた有益な生涯学習の機会を提供する。

また、シミュレーター及びe-learningシステムを更新し、学習環境の充実を図る。加

えて、これまでの取組を点検・評価し、体制、カリキュラム等の改善を行う。 
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【43】若手医療従事者の海外派遣や他国の医療従事者の受入れにより医療交流を推進し、

多様な価値観を備え国際感覚を涵養した人材を育成する。 

・【43】独立行政法人国際協力機構（ＪＩＣＡ）の技術協力プロジェクトに基づき 、ブー

タン王国からの医療スタッフの研修受入れや研修成果確認のため、本学から医師等の

派遣を行い、本学とのこれまでの取り組みでブータン王立医科大学(KGUMSB)が作成し

た専門医研修プログラムの質の向上と拡充を実施する。また、引き続き海外の関係機

関との国際交流協定に基づき、医療スタッフの交流を図り、国際的な医療貢献を推進

するとともに、これまでの取組を点検・評価し、第4期中期目標期間における方針を検

討・策定する。 

  

【44】ワークライフバランスを考慮して、医療従事者が安心して医療に従事できるよう、

院内保育所の整備等の環境の整備を行う。 

・【44】医療従事者が安心して医療に従事できる環境整備に向けた以下の取組についてこれ

までの取組状況に係る検証に基づき、実施を推進する。 

・託児サービス（お迎え託児、26時間託児、臨時託児）を実施し、必要に応じて改善

を行う 

・短時間勤務支援制度の活用状況を検証するとともに、必要に応じて制度改正を実施 

・新たな院内保育所の整備 

 

【45】先端医療研究開発機構を活用した、臨床研究を推進するための支援ツールの提供や

支援体制の充実・強化を行い、新医療の創成につながる医師主導治験や第２期中期目

標期間中に認定を受けた国家戦略特別区域会議における特例などを活用し、先進医療、

先端医療を新規に10件以上実施できるよう環境を整備する。 

・【45】先端医療研究開発機構を活用した臨床研究を推進するため、支援人員の安定的雇用

等により引き続き臨床研究支援体制を充実・強化する。また、開発した支援ツールを

活用し、医師主導治験又は先進医療等の先端的医療の実施を促進し、新規に2件以上実

施する。また、これまでの先端的医療の実施状況を点検・評価し、第4期中期目標期間

における方針を検討・策定する。 

  

【46】産官学連携による先端的医療の研究開発に取り組み実用化を推進するとともに、先

端的な医薬品・医療機器、及び再生医療等の研究開発や疾患メカニズムの解明、早期

診断法の開発などに取り組む。 

・【46】産官学連携による先端的医療の研究開発に取り組み、実用化の推進に向けた以下の

取組を行う。 

・先端医療研究開発機構の研究プロジェクト入居率100％の維持を目指して新規研究プ

ロジェクトを発掘・配置 
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・革新的医療機器等の実用化の状況を踏まえた研究プロジェクトの支援と弾力的な配

置・運営等 

・革新的医療機器等の開発推進、医療機器・医療技術の開発を担う人材育成及び臨床

研究支援等のコンテンツの整備 

また、先端的な医薬品・医療機器、及び再生医療等の研究開発や疾患メカニズムの

解明、早期診断法の開発に向け、先端医療研究開発機構において、健常人・疾病発症

早期の臨床データの取得を継続し、生活習慣病などにおける分野横断的研究を推進す

るとともに、これまでの研究成果、活動状況を点検・評価し、必要に応じて改善する。 

 

【47】外部委託等により業務の効率化を進め、共通機能の集約化により効率的に業務に従

事できる組織の体制確立に取り組むとともに、業務の質を向上させるため、公募型プ

ロポーザル方式による新しい外部委託契約の手法を導入する。 

・【47】病院業務の効率化及び業務の質向上を図るため、外部委託業務の内容を確認し、必

要に応じて外部委託の追加・見直しを検討し実行する。加えて、品質マネジメントシ

ステムに基づく受託業者の評価制度を活用し、企業評価や業務のモニタリング評価を

継続的に実施し、病院業務改善サイクルの体制を確立させる。さらに、引き続き、公

募型プロポーザル方式が有効と判断される外部委託については、積極的に実行する。  

上記の取組のほか、これまでの取組を点検・評価し、第4期中期目標期間における外

部委託等業務の方針を検討・策定する。 

 

【48】医薬品及び医療材料等の効率的な管理運営体制を整備するとともに、医薬品及び医

療材料等の経費削減に継続的に取り組む。また、医療機器について、医療機器管理シ

ステム等を活用して管理を一元化することにより、効率的・有効的な管理運営体制を

整備するとともに、医療機器の更新計画の作成に取り組む。 

・【48】医療費の経費削減に取り組む。また、医療機器の効率的・有効的な管理運営体制の

検証を行い、医療機器管理システムを用いた適正な医療機器管理を確立する。さらに、

医療機器の更新計画を策定する。 

 

（３）産官学連携に関する目標を達成するための措置 

【49】新たな研究シーズの発掘と活用に向けた効果的な特許化を推進するとともに、産官

学連携活動制度・組織を充実させる。また、産業分野の特徴を踏まえた戦略的な知的

財産の活用及び技術移転機関との連携等による研究成果の効果的活用を行う。 

・【49】本学の多様な研究成果の社会への還元に向けた以下の取組を行うとともに、これま

での取組状況に係る検証を踏まえ、一層の効率的な知的財産の権利化を推進するとと

もに、組織的な産学連携体制・スキームを構築する。 

・産業界のニーズに合った活用しやすい知的財産創出のため、知的財産パッケージ化
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及び知的財産ルール策定等の支援 

・大学単願、共願を組み合わせた大型技術移転増加のため、技術移転機関を活用した

産官学連携体制の構築 

・国内外における特許説明会（技術紹介イベント）の開催やこれらへの参加 

・戦略的な共同研究スキームを一層強化し、「組織」対「組織」の産官学連携を推進 

 

【85】世界最高水準の独創的な研究開発の成果等を社会的価値の創出へとつなげるため、

新たに事業会社を設立し、コンサルティング・シンクタンク事業など研究成果・知的

財産を活用した取組を展開する。（戦略性が高く意欲的な計画） 

・【85】京大オリジナル株式会社に係る機能の実質化に向けた以下の取組を行う。 

・コンサルティング、リエゾン機能等の産学連携のインターフェース機能の拡充に向

けた制度、体制の強化 

・産官学連携本部と同社との連携による研修･講習事業及びコンサルティング事業等の

実施・運営 

・産官学連携イベント等の企画・運営、社会人向け教育プログラム等の実施・運営 

 

【50】産官学連携拠点を整備・強化するとともに、国際産学連携ネットワークを構築する。 

・【50】産官学連携におけるグローバルな組織間ネットワークの構築に向けた以下の取組を

行う。 

・産官学連携拠点の整備・強化を図るため、国際科学イノベーション棟を国際的な産

官学連携拠点として活用 

・他機関との連携状況についての検証及び必要に応じた実務的産官学連携ネットワー

ク機関の見直し 

・国際産学連携ネットワークを構築するため、海外機関と連携した国際セミナー等の

開催とともに、研修や国際産官学連携活動を通じた国際的な人材育成プログラムの

開発及び実施 

・外部法律事務所を活用した法的側面からのリスク管理に係る取組の推進 

・海外企業を対象とした産学連携事業の推進 

上記の取組のほか、これまでの取組状況について点検・評価し、より多くの国内外

の外部機関との産官学連携事業を推進するため、支援基盤となる学内組織の機能充実

及び子会社間連携の強化を実施するとともに、第4期中期目標期間における方針を検討

・策定する。 

 

（４）産業競争力強化法の規定による出資等に関する目標を達成するための措置 

【51】認定特定研究成果活用支援事業者（京都大学イノベーションキャピタル株式会社）

の株主として、プログラムのパフォーマンスを測るため、産学共同実用化促進事業の
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実施状況をモニタリングし必要な改善を行う。 

研究成果の事業化及び教育研究活動の活性化を図るため、シーズ探索・情報収集の

強化、研究・開発ステージに応じた起業支援を実施する。 

イノベーションエコシステムを構築し、また、地域における経済活性化に貢献する

ため、地元の自治体や企業との連携を図る。 

・【51】産学共同実用化促進事業実施委員会にて、プログラムのパフォーマンスを測るため、

産学共同実用化促進事業の実施状況をモニタリングし必要な改善を行う。 

また、研究成果の事業化を推進するため、以下の取組を行う。 

・事業化支援体制の強化 

・GAPファンドプログラム・インキュベーションプログラムの実施 

・京都大学イノベーションキャピタル株式会社や京都大学認定ファンドとの定期的な

情報共有の実施 

・アントレプレナー教育の実施 

・ベンチャー企業の活動拠点となる、インキュベーション施設の運営及び入居者支援

の実施 

・イノベーションエコシステムのため、地元企業や地方自治体等との連携を強化 

・インキュベーション施設の充実 

上記取組のほか、これまでの取組を点検・評価し、第4期中期目標期間の戦略を検討・

策定する。 

 

Ⅱ 業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１ 組織運営の改善に関する目標を達成するための措置 

【52】総長が迅速な意思決定を行えるよう、機動的なガバナンスの構築を目指し、IR機能

の強化など継続的に体制を見直すとともに、本学の理念及び特色を反映した戦略を策

定する。また、執行部と部局との連携調整の下に戦略立案を担当する理事（京都大学

版プロボスト）及び調整機能の場として戦略調整会議を設置する。（戦略性が高く意欲

的な計画） 

・【52】総長が迅速な意思決定を行えるよう、機動的なガバナンスの構築を目指し、プロボ

スト及び戦略調整会議における検討・調整、IR機能の強化など継続的な体制の見直し

並びに本学の理念及び特色を反映した戦略の策定に向けた以下の取組を行う。 

・IRの基盤となる各種データベースの拡充等 

・戦略策定に資する調査の実施及び分析情報の提供等による担当部課における戦略実

施の支援 

・総長のリーダーシップのもと、大学の将来構想実現のために必要な戦略的・重点的

な方策について、具体的計画の検討・策定・実施 

上記のほか、これまでの取組を点検・評価し、第4期中期目標期間の戦略を検討・策
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定する。 

 

【53】経営協議会の開催に合わせ、本学の具体的な教育研究活動の実地視察を行ったうえ

で意見交換会を実施する等により、学外者の意見を聴取し、大学運営の改善に役立て

る。 

・【53】大学運営の改善に役立てることを目的として学外者の意見を聴取するため、教育研

究活動の実地視察等を行ったうえで経営協議会学外委員と本学執行部との意見交換を

行う。また、これまでの学外者の意見の反映状況及びその改善効果を確認する。 

 

【54】年俸制の拡充、クロスアポイントメント制度の活用など、弾力的な給与制度の運用

を促進する。また、年俸制の対象範囲や業績評価のあり方などを検証しつつより効果

的な年俸制の運用を行うとともに、任期制の活用を通じて教員の流動性を向上させる。 

・【54】戦略調整会議における「教員の業績評価」の検討結果等を踏まえ、年俸制教員に実

施している現行の定期評価を含めて新たな教員の業績評価制度を構築し、規程の整備

等を行うとともに、業績評価をより適正に処遇へ反映する京都大学らしい給与制度を

構築のうえ、全学周知する。さらに、外部資金で雇用する特定有期雇用教員を含め、

任期制ポストの拡充を進める。加えて、国内外の研究機関等とのクロスアポイントメ

ントを促進し、人材交流を拡大する。 

 

【55】女性、若手、外国人等多様な人材を積極的に登用し、能力の一層の活用を行うとと

もに、男女共同参画推進に関する研修・フォーラムの開催等により、教職員・学生へ

の啓発活動を推進する。 

・【55】多様な人材の積極的な登用に向けて、優れた外国人教員の雇用を組織的・戦略的に

推進するとともに、男女共同参画推進に向けた以下の取組を行う。 

・全学の男女共同参画アクションプランに基づく部局毎のアクションプラン策定及び

その実行の促進並びに次期男女共同参画推進アクションプランの設定 

・女性教員の採用支援に関する取組の実施 

・過去のアンケート結果を踏まえつつ、女性職員を対象に、ライフイベントを前提と

したキャリアパス形成を支援するためのキャリアデザインセミナーを実施 

・本学における育児・介護休業制度等や各種支援制度を周知 

・女性管理職職員の配置目標（全学で12名以上）の実数確認及び事務系女性職員の積

極的な登用 

・学生の男女共同参画の意識を深めるため、学生向けのILASセミナーの開講 

・理事・理事補と部局執行部間での意見交換等による本学教職員の男女共同参画に関

する要望の把握 

 



- 23 - 

【56】事務系職員の採用方法について、統一採用試験とは別に導入した独自採用試験を充

実させ、多様かつ優秀な人材の獲得を促進するとともに、これに即したキャリアパス

を確立する。また、人件費削減に対応しつつ、主に定型的業務等を安定的に実施する

ために従来の定員１に対し２名を雇用できる仕組みとして創設した事務職員（特定業

務）の拡充により、これまで事務系職員が担っていた定型的業務の量を緩和し、監督・

育成・業務指導、企画立案や管理運営に関する業務の比重を増加させ、事務組織の機

能強化を促進する。 

・【56】事務系職員独自採用試験において、より効果的な広報活動を計画・実施し、新卒・

中途問わず幅広い層からより優秀な人材を確保する。独自採用試験による中途採用者

については、採用後の年数に関わらず、その経験・能力に応じて上位職への積極的な

登用を行う。また、事務職員（特定業務）についても学内各事務部等の状況を踏まえ、

配置を拡充する。 

 

【57】大学全体の更なる機能強化を図るため、世界のリーディング大学として教育・研究・

医療等の質を高めることができるよう、総長のリーダーシップのもとで、全学的な視

点から外国人教員及び若手教員等の積極的な雇用促進並びに事務組織の機能強化を図

るための定員を再配置するとともに、運営費交付金等の戦略的な経費配分を行う。 

・【57】世界のリーディング大学として教育・研究・医療等の質を高めるため、総長のリー

ダーシップのもとで以下の取組を行い、大学全体の更なる機能強化を図る。 

・教員について、「第３期中期目標期間における人件費・定員管理の在り方に関する基

本方針」等に基づく、戦略的な人員配置の実施及び第4期中期目標期間における機能

強化の在り方について検討 

・若手教員の雇用促進に資する施策について、これまでの検証結果を踏まえ、より効

果的で実行性ある取組に対し、着実に定員措置等を実施 

・職員の再配置定員及び高度専門職等の配置について、透明性、公正性を確保しつつ、

全学的視点から真に必要な部署への重点的措置及び適材適所の人員配置の実施 

・運営費交付金等の戦略的な経費配分の実施 

 

【58】教員評価制度の更なる質の向上を促進するとともに、年俸制教員に係る業績評価制

度について、分野や業務内容に応じ、効果的な運用システムを確立する。 

・【58】令和2年度に策定した実施方法等に基づき、第５回教員評価を実施する。 

また、年俸制教員に実施している現行の定期評価を含めて新たな教員の業績評価制度

を構築し、規程等の整備を行う。 

 

【59】監事機能及びサポート体制の強化や監事、内部監査部門、会計監査人の連携強化及

び監査員に専門分野の外部有識者を充てるなどにより、監査部門を充実させる。また、
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監事監査や内部監査等の監査結果を運営改善に反映させるためのより効果的な改善サ

イクルを構築し、実施する。 

・【59】監事のサポート体制について、引き続き強化する。また、専門分野の外部有識者が

参加した内部監査について、その機能を充実させる。さらに、改善サイクルの循環と

監査部門間の連携に係る実施体制について、より効果的な運用を行う。加えて、これ

までの取組を点検・評価し、第４期中期目標期間における監査機能及びサポート体制

の強化・充実に係る戦略を検討・策定する。 

 

２ 教育研究組織の見直しに関する目標を達成するための措置 

【60】教育研究上の目的に応じて柔軟な組織編成が可能となるよう構築した体制（教育研

究組織から人事・定員管理機能を学域・学系へ分離）により、ミッションの再定義で

明らかにした研究水準や教育の成果等を踏まえたうえで、学問の発展や社会的要請等

を総合的に勘案し、教育研究組織の見直し、再編成等を行う。 

・【60】学域・学系制（教育研究組織から教員の人事・定員管理機能を教員組織へ分離した

制度）について、これまでに行った制度や運用状況の検証結果を踏まえ、必要な改善

事項の検討を行う。また、学域・学系制の運用によりもたらされる効果や展開、ミッ

ションの再定義で明らかにした研究水準や教育の成果等を踏まえたうえで、学問の発

展や社会的要請等を総合的に勘案し、必要な教育研究組織の見直し、再編成等を行う。

さらに、第４期中期目標期間における全学機能組織のミッション及び方向性を決定す

る。 

 

３ 事務等の効率化・合理化に関する目標を達成するための措置 

【61】業務内容等に応じた事務処理体制の見直しや簡素・効率化を促進するとともに、職

員の人事評価制度については趣旨の浸透・定着及びこれを通じた改善などを行い、研

修制度については内容をより一層充実させるなど、職員のより一層の資質向上及びこ

れによる組織の機能強化を促進する。また、情報担当部署の更なる強化や、高度なコ

ミュニケーションが可能なICTツールの導入などによる情報環境の拡充、高度化を行

う。 

・【61】事務組織における業務運営の更なる効率化や職員の質の向上等に向けた以下の取組

を行う。 

・業務内容等に応じた事務処理の簡素・効率化の実施を継続 

・職員の人事評価制度に関する体系的理解の促進並びに運用上の課題の検証及び改善 

・研修内容について、各研修のアンケート等による検証結果を踏まえ、必要に応じた

改善の実施 

・情報担当人材の育成 

・教職員ポータル及びICTツールの利用状況の検証及び必要に応じた改修等の実施を継   
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 続 

上記取組のほか、第４期中期目標期間におけるICTの活用を含め業務運営の簡素・合

理化に係る改善策を検討・計画する。 

 

Ⅲ 財務内容の改善に関する目標を達成するためにとるべき措置 

１ 外部資金、寄附金その他の自己収入の増加に関する目標を達成するための措置 

【62】外部資金等を効果的に獲得するため、自己収入源の多角化を検討するとともに、積

極的な情報収集・共有並びに研究費等の申請などの支援機能を強化する。また、中長

期的な視点での寄附募集活動を推進するための指針として策定した「京都大学基金戦

略」に基づき、寄附募集活動を推進するため、ファンドレイザーの増員による基金室

の組織強化など全学的な寄附募集の体制整備を行う。 

・【62】外部資金の獲得に向け、リサーチ・アドミニストレーター（URA）を中心に、外部

資金の情報収集・共有や申請等の支援を継続・強化するとともに、「京都大学基金戦略

」に基づき、京都大学基金の寄附募集活動を推進する。また、外部資金獲得及び寄附

募集活動推進について、これまでの取組を点検・評価し、第４期中期目標期間におけ

る方針を検討・策定する。さらに、自己収入源を多角化する取組を行う。 

 

２ 経費の抑制に関する目標を達成するための措置 

【63】教職員の経費削減に対する意識を高めるため、研修・講習会の実施や決算分析資料

等の提供を定期的に行うとともに、管理的経費を抑制するため、更なる事務の改善・

合理化策や学内外の様々な経費削減の取組を調査・検討し、本学に有効と判断される

ものの全学実施を推進する。 

・【63】教職員の経費削減に対する意識を高めるため、研修・講習会の実施や決算分析資料

等の提供を定期的に行う。また、管理的経費を抑制するため、更なる事務の改善・合

理化策として、ICT を活用した伝票入力業務等の合理化を推進するとともに、引き続

き学内外の様々な経費削減の取組の調査・検討を行う。さらに、これまでの取組を点

検・評価し、第４期中期目標期間における方策を検討・計画する。 

 

３ 資産の運用管理の改善に関する目標を達成するための措置 

【64】保有資産の管理状況や適切な処分等を定期的に確認し、適切な管理等を徹底すると

ともに、保有設備・装置についてデータの公開範囲を拡大する。また、職員宿舎に関

しては、第２期中期目標期間において策定した整備方針に基づき、耐震性能を満たし

ていない宿舎について具体的な整備方法、スケジュール等を決定し、順次整備する。 

・【64】保有資産の適切な管理徹底や有効活用に向けてこれまでの取組に係る検証結果を踏

まえ、以下のことを実施する。 

・保有資産の定期的な確認による管理等に関する諸手続き方法等について、検証結果
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に基づく改善 

・公開システムの活用による保有設備・装置に関するデータ公開範囲の拡大後の検証

及びそれに基づく公開内容等の検討 

・職員宿舎整備方針に基づく本年度の改修等に関する計画の策定及び実施 

 

【65】全学的に利用する施設について、構築した責任体制や管理主体及び作成した統一管

理マニュアルをもとに、定型的労務作業の多い建物管理のアウトソーシングを実施す

る。 

・【65】全学共同利用建物及び全学的施設並びに複数部局共有建物の管理に関して、引き続

き共用施設維持管理等マニュアルをもとに実施した定型的労務作業のアウトソーシン

グやその検証の結果を踏まえ、より効率的な管理体制を整備し、実施する。 

 

【66】資金の有効活用を図るため、資金管理計画を策定し、精度の高い資金繰計画に基づ

く資金の効果的な運用により利益の確保に努め、その運用益を教育研究等経費に戦略

的に充当する。 

・【66】資金の有効活用を図るため、資金管理計画を策定し、精度の高い資金繰計画に基づ

く資金の効果的な運用により利益の確保に努め、その運用益を教育研究等経費に戦略

的に充当する。また、これまでの取組について点検・評価し、第4期中期目標期間以降

の委託運用について運用ガイドラインの見直しを検討する。 

 

Ⅳ 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する目標を達成するためにとるべ

き措置 

１ 評価の充実に関する目標を達成するための措置 

【67】着実な評価を継続的に実施するために、研修会を実施するなど学内の評価風土を醸

成しつつ、評価指標の設定を重視した、より客観的な評価を実施するとともに、その

中で把握した課題に係るフォローアップを行うなど内部質保証システムの機能を高

め、着実な大学運営の改善に繋げる。 

・【67】令和2事業年度評価及び第3期中期目期間評価を見据えた全学・部局における自己点

検・評価を着実に実施する。また、４年目終了時評価等の評価結果を踏まえ、把握し

た課題については、内部質保証システムによりフォローアップし、大学運営の改善に

繋げる。加えて、内部質保証システムの機能強化について検証し、第４期中期目標期

間におけるシステムを検討・策定する。 

 

２ 情報公開や情報発信等の推進に関する目標を達成するための措置 

【68】本学の個性や魅力の認識（ブランディング）、ステークホルダーのニーズ把握（マー

ケティング）、各ステークホルダーに合った情報の確実な提供（ターゲッティング）を
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基本理念とする「京都大学の広報戦略」に基づき、大学の可視化と大学ブランドイメ

ージの発信及びファン層の拡大を狙う。このため、正確かつ迅速な情報発信にとどま

らず、他大学にはない個性や魅力に満ちた諸活動をWebサイトなどの様々な広報媒体に

より国内外に紹介するとともに、外部の多様なメディアなど社会とのネットワークを

最大限活用し、情報の浸透・拡散を促進する。また、海外の研究者や学生等のターゲ

ットに向けても、翻訳体制を充実し多言語による情報発信体制を整えるとともに、科

学情報のアウトリーチ活動に長けた学外の専門家や学内の高度専門職、外国人教職員、

留学生を効果的に活用し、大学の諸活動を海外にも分かりやすく伝える。 

・【68】「京都大学の広報戦略」に基づき、情報公開や情報発信等を推進し、大学の可視化

と大学ブランドイメージの発信及び新たなファン層の拡大を図るため、以下の取組を

行う。 

・学内での連絡･調整、連携体制の強化に向けた「広報担当者連絡会」、「広報倫理講習

会」等の開催 

・UI（ユニバーシティ・アイデンティティ）を使用したプロダクトの利用推進 

・ターゲットを意識した広報誌の発行 

・各種SNS（日本語版・英語版）・Youtubeの充実 

・専門的人材を活用した研究成果等の国内外発信力の強化や手法の検証 

・学校教育法施行規則第172条の２において公表が求められている項目のホームページ

及び大学ポートレートへの掲載 

上記のほか、これまでの取組の点検・評価を行う。第４期中期目標・中期計画を見

据えた広報戦略の方針について、見直し等の検討に着手する。 

 

Ⅴ その他業務運営に関する重要目標を達成するためにとるべき措置 

１ 施設設備の整備・活用等に関する目標を達成するための措置 

【69】教育・研究・医療・学生支援環境の質の向上に反映させるため、第２期中期目標期

間において策定したキャンパスマスタープランに沿って、環境負荷低減の継続・促進

やパブリックスペースの確保などを踏まえた施設整備を行い、大学を取り巻く状況の

変化に応じて更にキャンパスマスタープランの見直しを行う。また、施設設備の長寿

命化に資する機能改善を推進するとともに、第２期中期目標期間において必要性を確

認した非構造部材耐震化やライフライン耐震化などにより防災機能を強化する。さら

に、情報基盤においては、高速で信頼性が高くディペンダビリティ（安定性）が確保

された情報ネットワークを計画的に整備する。 

・【69】教育・研究・医療・学生支援環境の質の向上、施設設備の老朽化対策及び防災機能

強化に向けた以下の取組を行う。 

・キャンパスマスタープランに沿った、環境負荷低減の継続・促進及びパブリックス

ペース・アクティブラーニングスペース等の確保などを踏まえた施設整備 
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・必要に応じて令和元（平成31）年度に策定したインフラ長寿命化計画（個別施設計

画）の見直し及び教育・研究・医療活動に著しく支障のある老朽施設の機能改善 

・建物内の基盤設備の計画的な改善 

・非構造部材やライフラインの耐震化などによる防災機能の強化 

・平成28年度に策定した整備計画に基づいた、高速で信頼性が高くディペンダビリテ

ィ（安定性）が確保された情報ネットワーク基盤の整備・運用 

・基盤コンピュータシステムの更新 

 

【70】教育研究等活動の推進に向けて、スペースの弾力的運用、プロジェクト研究等に対

応する共用スペースを新たに確保するとともに、スペースチャージ制の適用範囲や活

用方法を見直し、制度をより的確かつ効果的に推進する。また、改修、修繕等により

変化した施設設備等の実態について、点検評価を実施し、これに基づき財源等も踏ま

えたうえで、機能保全・維持管理計画の対象範囲を拡充し、それを着実に実施して施

設マネジメントを推進する。 

・【70】スペースの弾力的運用及びプロジェクト研究等に対応する共用スペースの創出を推

進するとともに、令和2年度に見直した機能保全・維持管理計画及び平成30年度に見直

した施設修繕計画に基づく基幹設備（ライフライン）の更新を着実に実施し、施設マ

ネジメントを推進する。また、これまでの取組を点検・評価し、第４期中期目標期間

中における施設修繕計画を検討・策定する。 

 

【71】民間資金を活用した事業方式（PFI等）の導入等、多様な財源を活用し、（桂）総合

研究棟Ⅴ、（桂）福利・保健管理棟施設整備事業、（南部）総合研究棟施設整備事業、（北

部）総合研究棟改修（農学部総合館）施設整備事業、（桂）総合研究棟Ⅲ（物理系）施

設整備事業、（南部）医薬系総合研究棟施設整備事業を実施する。 

・【71】民間資金を活用した事業方式による施設整備（外国人研究者等の宿舎整備等）を推

進するとともに、各ＰＦＩ事業等については、令和 3 年度分の維持管理業務を確実に

実施する。 

 

２ 環境管理に関する目標を達成するための措置 

【72】サステイナブルキャンパスの構築に向け、環境賦課金制度を活用した環境負荷低減

に資する整備を実施するとともに、環境配慮啓発活動を推進し、他大学にも働きかけ

ながら学生・教職員がともに考え協働する取組を実施する。 

・【72】サステイナブルキャンパスの構築に向け、環境賦課金制度を活用した環境負荷低減

に資する整備（LED照明設備整備、高効率空調設備整備、既存設備の運用改善のための

設備整備等省エネルギー・CO2排出量削減に関する整備）を引き続き実施するとともに

、施設の稼働とエネルギー使用の関係性の調査を踏まえ、再生可能エネルギー設備の
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導入検討などを含む新たな事業取組の検討を行う。学内において様々な情報伝達媒体

を活用しながら環境配慮啓発活動を推進するとともに、他大学にも働きかけながら学

生・教職員がともに考え、協働できる場（サステイナブルキャンパス構築に向けた方

策・知見についての情報収集とその実施が可能な場）の提供に取り組み参加者数を増

加させる。また、これまでの取組を点検・評価し、目標達成に向け、さらなる改善を

行う。 

 

３ 安全管理に関する目標を達成するための措置 

【73】教職員・学生等の教育研究や医療従事活動に係る災害の発生を低減するために、実

験室等の安全な教育研究及び医療環境を整え、その体制の最適化を進め、安全管理体

制を強化するとともに、災害の未然防止に注力する。また、発生した災害等について

は、速やかに把握・分析し、その情報を全学で共有して再発防止に活用する。さらに、

外国人研究者、留学生を含めた全構成員に対する化学物質等に係る安全教育を充実さ

せ、安全意識の醸成に向けた取組を実施する。 

・【73】教職員・学生等の教育研究や医療従事活動に係る災害の発生を低減するために、実

験室等の安全な教育研究及び医療環境を整えるとともに、安全管理体制の最適化や強

化のための方策を実行し、必要に応じて改善する。また、発生した災害等については、

速やかに把握・分析し、その情報を全学で共有して再発防止に活用するとともに、必

要に応じて共有・活用の方法を改善する。さらに、外国人研究者、留学生を含めた全

構成員に対する、より効率的、効果的な、化学物質等に係る安全教育について、充実

に向けた計画を実施する。加えて、メンタルストレスへの対応策としてストレスチェ

ックを実施し、その結果を活用してメンタルヘルス不調を防止するとともに、教職員

・学生等の健康を増進するため、健康診断・保健指導の実施を推進する。 

これらのほか、これまでの取組を点検・評価し、第４期中期目標期間における安全

管理に係る方針を検討・策定する。 

 

【74】大規模災害等発生時における学生、教職員等の安全を確保するため、危機管理体制

を充実させるとともに、大学間等の相互協力体制を充実させる。また、事業継続計画

に基づく訓練を実施し、計画を適宜見直すことにより、大規模災害等発生時における

初動体制を充実させる。 

・【74】危機管理体制を充実させるため、以下の取組を行う。 

・事業継続計画（BCP）の見直しの実施 

・安否確認システムの運用及び訓練の実施及び検証・見直し 

・災害用備蓄品の見直しの実施 

・備蓄食料等及び防災資機材の保管状況の点検、使用訓練の実施 

・他大学との協定に基づく大規模災害発生時における応援・受援訓練の実施及び検証 
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・危機管理計画（RI事故・災害編）に基づく訓練の実施及び検証 

また、大規模災害等発生時における初動体制を充実させるため、以下の取組を行う。 

・BCP及び危機管理計画（地震編）に基づく訓練の実施 

・部局対策室の行動計画及び危機対策本部各班の行動要領に基づく訓練の実施及び検   

 証 

・防災資機材を活用した防災訓練の実施及び検証 

・BCPの観点から、重要データの学外での定期的なバックアップの継続を実施 

・災害時広報について、情報発信方法の検討を実施 

 

４ 法令遵守等に関する目標を達成するための措置 

【75】法令及び学内規程等の遵守について、教職員や学生に対する各種研修会、ｅ－ラー

ニングによる研修の実施、監査結果の通知等により、更に周知徹底を行う。 

・【75】各部署において、法令及び学内規程等の遵守についての教職員や学生に対する周知

徹底（規則等の整備、講習会・研修会等の開催、ｅ－ラーニングによる研修の実施、

パンフレット等の作成・配付等）を行うとともに、業務が適正に実施されているか点

検を行い、その結果を踏まえた改善方策等を検討し、業務等に反映する。また、法令

や学内規程等の遵守について、研修機会等を充実させる。加えて、これまでの法令等

及び学内規程等の遵守に係る取組を点検・評価し、第４期中期目標期間における方策

を検討・策定する。 

 

【76】研究費の不正使用、研究活動の不正行為及び利益相反等の防止など、法令等に基づ

く適正な研究活動を推進するため、学生、若手研究者から指導者である教員・研究代

表者まで、各段階に応じた研究公正の教育・啓発などの倫理教育を徹底する。また、

競争的資金等不正防止計画、研究公正推進アクションプラン等を着実に実施し、その

効果をPDCAサイクルで検証しながら取組の充実を図り、実効性のある管理責任体制を

整備する。特に、研究費等の適正な使用についてのｅ－ラーニング研修においては、

対象者の受講率を概ね100％とする。 

・【76】競争的資金等不正防止計画及び研究公正推進アクションプラン等で定められた具体

的行動の全学的な実施を推進するとともに、実態把握及び検証に基づき、実効性のあ

る管理責任体制となるよう体制、業務等の見直しを行う。 

研究費等の不正防止等においては、競争的資金等不正防止計画に基づき、ｅ－ラーニ

ング研修の充実及び受講の徹底に向けた取組を行う。 

また、特に研究公正においては、研究公正推進アクションプランに基づき、対象者の

属性・役割に応じた教育・啓発などの倫理教育を徹底し、研究活動上の不正行為防止

のためのｅ－ラーニング研修を実施する。 

さらに、利益相反マネジメントについては、本学の利益相反ポリシーに基づき、利
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益相反審査委員会の審査、教職員ヒアリングを実施するとともに、説明会等を行い、

産学連携活動に伴う利益相反マネジメントの必要性を啓発し、自己申告及び定期申告

の徹底に取り組む。 

加えて、これまでの取組を点検・評価し、第４期中期目標期間におけるコンプライ

アンス体制及び制度の方針を検討・策定する。 

 

【77】情報セキュリティインシデントを未然に防ぐ情報セキュリティ管理体制の強化や、

ソフトウェアライセンス管理の効率化など情報管理を徹底し、安全な情報環境を整備

する。 

・【77】これまでの取組状況の検証結果を踏まえて、引き続き京都大学サイバーセキュリテ

ィ対策等基本計画に沿って情報セキュリティ対策を推進する。また、本学で発生した

情報セキュリティインシデントに対処する体制 (CSIRT)について、常に新たなセキュ

リティ脅威などの情報を収集し、迅速かつ適切な対応を果たせるよう、必要に応じて

活動内容の見直しを行う。さらに、情報セキュリティ監査結果に基づき、課題があれ

ば改善を行う。加えて、ソフトウェアライセンス管理及びセキュリティ対策を連動さ

せるとともに、包括ライセンス契約について、その拡大を推進する。このほか、これ

までの取組を点検・評価し、第４期中期目標期間における情報セキュリティ対策方針

を検討・策定する。 

 

５ 大学支援者等との連携強化に関する目標を達成するための措置 

【78】学術研究の成果を含めた教育研究等の活動状況や大学の進むべき方向等に関する情

報を戦略的に発信するとともに、キャンパスの施設公開や公開講演会での意見交換な

ど大学支援者等とのコミュニケーション機会を充実させる。 

・【78】学術研究の成果を含めた教育研究等の活動状況や大学の進むべき方向等に関する情

報の戦略的発信に向けた、以下の取組を行う。 

・ホームページやSNS、冊子等の各種広報媒体を充実させ、大学支援者となりうる卒業

生、一般市民等に大学情報を発信 

・教育研究活動データベースの運用方法の見直しを踏まえた同データベースの定常的

な運用の実施 

また、大学支援者等との連携を強化するため、東京フォーラム等において、学術研

究成果の発表や大学の情報を発信し、コミュニケーション機会を充実させる。このほ

か、研究活動等の情報発信、支援者等との連携・交流事業について、これまでの取組

を点検・評価し、第４期中期目標期間における方策を検討・策定する。 

 

【79】同窓生のネットワークを充実させることにより、同窓会活動の活性化を促進する。 

・【79】国内外の地域同窓会の設立支援、開催支援を進めるとともに、各同窓会に積極的に
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情報提供を行うことにより、同窓会活動を活性化させる。また、ホームカミングデイ

を開催し、卒業生と大学及び卒業生相互の交流の場を設ける。さらに、各同窓会幹事

と本学同窓会事務局との繋がりをより強固なものとするため策定した出席計画に基づ

き、地域同窓会総会等への本学からの参加をより戦略的・効果的に行う。加えて、こ

れまでの取組を点検・評価し、第４期中期目標期間における同窓会活動事業を検討す

る。 
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Ⅵ 予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計画及び資金計画 

  

別紙参照 

 

Ⅶ 短期借入金の限度額 

○ 短期借入金の限度額 

１ 短期借入金の限度額 

    １３，７０７，９３８千円 

 

２ 想定される理由 

運営費交付金の受入れ遅延及び事故の発生等により緊急に必要となる対策費

として借り入れすることが想定されるため。 

 

Ⅷ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画 

 ○ 重要な財産を譲渡し、又は担保に供する計画 

１ 重要な財産を譲渡する計画 

・ 白馬山の家の土地及び建物（長野県北安曇郡小谷村大字千国字柳久保乙８６９番

２）を譲渡する。 

  

 

２ 重要な財産を担保に供する計画 

・附属病院の施設・設備の整備に必要となる経費の長期借入に伴い、本学病院の敷地

及び建物を担保に供する。 

 

Ⅸ 剰余金の使途 

   決算において剰余金が発生した場合は、教育研究及び診療の質の向上並びに組織運

営の改善に充てる。 
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Ⅹ その他 

１ 施設・設備に関する計画 

（単位：百万円） 

注）金額は見込みであり、上記のほか、業務の実施状況等を勘案した施設・設備の整

備や、老朽度合い等を勘案した施設・設備の改修等が追加されることもあり得る。 
 

 

２ 人事に関する計画 

・女性や若手職員の登用を考慮しつつ、職員のモチベーションの向上を図るための

人事システムを整備する。 

施設・設備の内容 予定額 財 源 

・（吉田）がん免疫総合研究センター 

・（吉田）総合研究棟改修（臨床系） 

・（吉田）ライフライン再生Ⅱ（特高受変電設備） 

・（桂）総合研究棟Ⅲ(物理系)等施設整備事業(Ｐ 

ＦＩ) 

・（南部）医薬系総合研究棟施設整備事業(ＰＦＩ) 

・（医病）中央診療棟等改修その他 

・（医病）ライフライン再生（自家発電設備） 

・（熊取）総合研究棟（原子力科学系） 

・（熊取）ライフライン再生（原子力防災設備） 

・小規模改修 

・大学病院設備整備【中央診療機能強化システム】 

 

総額 

 9,947  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設整備費補助金（3,787） 

(独)大学改革支援・学位授

与機構施設費交付金（97） 

長期借入金（5,959） 

大学資金（104） 
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・定員削減に対応しつつ、外部資金等を有効活用することにより、重点事業に配慮

した適切な人員配置を行う。 

・能力開発や専門性向上のための研修を実施する。 

 

（参考１）令和３年度の常勤職員数 ４，７１３人 

     また、任期付き職員数の見込みを６３９人とする。 

（参考２）令和３年度の人件費総額見込み ６８，３３９百万円（退職手当は除く。） 
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（別紙）予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

 

１．予 算 

令和３年度 予算 

（単位：百万円）  

区      分 金    額 

収入  

運営費交付金   

施設整備費補助金  

船舶建造費補助金 

補助金等収入 

大学改革支援・学位授与機構施設費交付金  

自己収入 

授業料及び入学料検定料収入  

附属病院収入 

財産処分収入  

雑収入 

産学連携等研究収入及び寄附金収入等 

引当金取崩  

長期借入金収入 

貸付回収金 

目的積立金取崩 

出資金 

 

計 

 

５７，９３９ 

５，９７４ 

０ 

４，５３２ 

９７ 

５３，３８２ 

１２，４８９ 

３７，９９１ 

０ 

２，９０２ 

４７，０６９ 

０ 

８,３３０ 

０ 

２,１４５ 

４,４１３ 

 

１８３,８８１ 

支出 

業務費 

教育研究経費 

診療経費 

施設整備費 

船舶建造費 

補助金等 

産学連携等研究経費及び寄附金事業費等 

貸付金 

長期借入金償還金 

大学改革支援・学位授与機構施設費納付金 

出資金 

 

計 

 

１１０, ７３０ 

７４,５６１ 

３６,１６９ 

１４,４０１ 

０ 

４,５３２ 

４７,０６９ 

０ 

２,７３６ 

０ 

４,４１３ 

 

１８３,８８１ 
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〔人件費の見積り〕 

期間中総額６８，３３９百万円を支出する。（退職手当は除く。） 

 

注１）「運営費交付金」のうち、令和３年度当初予算額５６,８３０百万円、前年度よ

りの繰越額のうち、使用見込額１,１０９百万円 

注２）「施設整備費補助金」のうち、令和３年度当初予算額３,７８７百万円、前年度

よりの繰越額２, １８７百万円 
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２．収支計画 

令和３年度 収支計画 

（単位：百万円）  

区      分 金    額 

 

費用の部 

 経常費用 

  業務費 

   教育研究経費 

   診療経費 

   受託研究費等 

   役員人件費 

   教員人件費 

   職員人件費 

  一般管理費 

  財務費用 

  雑損 

  減価償却費 

 臨時損失 

 

収益の部 

 経常収益 

  運営費交付金収益 

  授業料収益 

  入学金収益 

  検定料収益 

  附属病院収益 

  受託研究等収益 

  補助金等収益 

  寄附金収益 

  施設費収益 

  財務収益 

  雑益 

  資産見返運営費交付金等戻入 

  資産見返補助金等戻入 

  資産見返寄附金戻入 

  資産見返物品受贈額戻入 

 臨時利益 

純利益 

目的積立金取崩益 

総利益 

 

 

１６４，６５６ 

１６４，３１９ 

１４５，５５８ 

２９，３５８ 

２０，４４７ 

２４，６９４ 

１７３ 

４０，０７４ 

３０，８１２ 

４，１０５ 

１２５ 

０ 

１４，５３１ 

３３７ 

 

１６５，１８５ 

１６５，１８５ 

５３，８９１ 

１１，６６９ 

１，７４２ 

３２８ 

３７，９９１ 

３１，５８０ 

３，５４６ 

１２，１５２ 

２３４ 

１１６ 

５，６３０ 

２，１６７ 

１，０７８ 

３，０６０ 

１ 

０ 

５２９ 

８５７ 

１，３８６ 
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損益が均衡しない理由 

 １．附属病院に関する借入金債務の償還期間と減価償却期間のずれから生じる差額 

 ▲５４１百万円 

 ２．自己収入によって取得見込の資産の取得価格と減価償却費の差額 

１，９２７百万円 
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３．資金計画 

令和３年度 資金計画 

（単位：百万円）  

区      分 金    額 

 

資金支出 

 業務活動による支出 

 投資活動による支出 

 財務活動による支出 

 翌年度への繰越金 

 

 

資金収入 

 業務活動による収入 

  運営費交付金による収入 

  授業料、入学金及び検定料による収入 

  附属病院収入 

  受託研究等収入 

  補助金等収入 

  寄附金収入 

  その他の収入 

 投資活動による収入 

  施設費による収入 

  その他の収入 

 財務活動による収入 

 前年度よりの繰越金 

 

２４５，１３７ 

１４７，５５６ 

３３，１５８ 

３，１６７ 

６１，２５６ 

 

 

２４５，１３７ 

１６１，６９７ 

５６，８３０ 

１２，４８９ 

３７，９９１ 

３１，５７４ 

４，５３２ 

１２，６５１ 

５，６３０ 

６，１８７ 

６，０７１ 

１１６ 

８，３３０ 

６８，９２３ 

 

 

 

 



- 41 - 

別表（学部の学科、研究科の専攻等） 

総合人間学部 

 

文学部 

 

教育学部 

 

法学部 

 

経済学部 

 

理学部 

 

医学部 

 

 

 

薬学部 

 

 

工学部 

 

 

 

 

 

 

農学部 

 

 

 

総合人間学科    ４８０人 

 

人文学科      ８８０人 

 

教育科学科     ２６０人 

 

１，３４０人 

 

経済経営学科  １，０００人 

 

理学科     １，２４４人 

 

医学科       ６４２人 

（うち医師養成に係る分野 ６４２人） 

人間健康科学科   ４５１人 

 

薬科学科      ２６０人 

薬学科       １２０人 

 

地球工学科     ７４０人 

建築学科      ３２０人 

物理工学科     ９４０人 

電気電子工学科   ５２０人 

情報学科      ３６０人 

工業化学科     ９４０人 

 

資源生物科学科   ３７６人 

応用生命科学科   １８８人 

地域環境工学科   １４８人 

食料・環境経済学科 １２８人 

森林科学科     ２２８人 

食品生物科学科   １３２人 

 

文学研究科 

 

文献文化学     １２０人 

                うち修士課程    ６６人 

                    博士後期課程  ５４人 
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 思想文化学      ７３人 

                うち修士課程    ４０人 

                    博士後期課程  ３３人 

歴史文化学      ７３人 

                うち修士課程    ４０人 

                    博士後期課程  ３３人 

行動文化学      ６６人 

                うち修士課程    ３６人 

                    博士後期課程  ３０人 

現代文化学      ３３人 

                うち修士課程    １８人 

                    博士後期課程  １５人 

京都大学・ハイデルベルク大学国際連携文化越境  

２０人 

               （うち修士課程    ２０人 ） 

 

教育学研究科 

 

 

 

教育学環       １５９人 

           うち修士課程    ８４人 

             博士後期課程  ７５人 

 

法学研究科 

 

 

 

 

 

法政理論      １１４人 

           うち修士課程    ４２人 

             博士後期課程  ７２人 

法曹養成      ４８０人 

         （うち専門職学位課程 ４８０人） 

 

経済学研究科 

 

 

 

経済学       ２１５人 

                    うち修士課程   １４０人 

                         博士後期課程  ７５人 

京都大学国際連携グローバル経済・地域創造 

           ８人 

          （うち修士課程     ８人） 

 

理学研究科 

 

 

数学・数理解析   １６４人 

           うち修士課程   １０４人 

             博士後期課程  ６０人 
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物理学・宇宙物理学 ３０６人 

           うち修士課程   １６２人 

             博士後期課程 １４４人 

地球惑星科学    １７５人 

           うち修士課程   １００人 

             博士後期課程  ７５人 

化学        ２１８人 

           うち修士課程   １２２人 

             博士後期課程  ９６人 

生物科学      ２７１人 

           うち修士課程   １４８人 

             博士後期課程 １２３人 

 

医学研究科 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医学            ６６４人 

          （うち博士課程   ６６４人） 

医科学        ８５人 

           うち修士課程    ４０人 

                         博士後期課程  ４５人 

社会健康医学系   １０４人 

          うち専門職学位課程  ６８人 

             博士後期課程  ３６人 

人間健康科学系   １７４人 

                     うち修士課程    １１９人 

             博士後期課程  ５５人 

京都大学・マギル大学ゲノム医学国際連携   １６人 

               （うち博士課程     １６人） 

 

薬学研究科 

 

薬科学       １６６人 

           うち修士課程   １００人 

                         博士後期課程  ６６人 

薬学         ６０人 

          （うち博士課程    ６０人） 

医薬創成情報科学   ４９人 

                     うち修士課程    ２８人 

             博士後期課程  ２１人 

 

 

工学研究科 

 

 

 

社会基盤工学    １６７人 

           うち修士課程   １１６人 

             博士後期課程  ５１人 
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 都市社会工学    １６５人 

           うち修士課程   １１４人 

             博士後期課程  ５１人 

都市環境工学    １０２人 

           うち修士課程    ７２人 

             博士後期課程  ３０人 

建築学       ２１６人 

           うち修士課程   １５０人 

                         博士後期課程  ６６人 

機械理工学     １６６人 

           うち修士課程   １１８人 

             博士後期課程  ４８人 

マイクロエンジニアリング ８１人 

           うち修士課程    ６０人 

             博士後期課程  ２１人 

航空宇宙工学     ６９人 

                     うち修士課程      ４８人 

             博士後期課程  ２１人 

原子核工学      ７３人 

           うち修士課程    ４６人 

             博士後期課程  ２７人 

材料工学      １０６人 

           うち修士課程    ７６人 

             博士後期課程  ３０人 

電気工学      １０６人 

           うち修士課程    ７６人 

             博士後期課程  ３０人 

電子工学      １００人 

           うち修士課程    ７０人 

             博士後期課程  ３０人 

材料化学       ８５人 

           うち修士課程    ５８人 

             博士後期課程  ２７人 

物質エネルギー化学 １１１人 

           うち修士課程    ７８人 

             博士後期課程  ３３人 

分子工学      １００人 

           うち修士課程    ７０人 

             博士後期課程  ３０人 
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高分子化学     １３７人 

           うち修士課程    ９２人 

             博士後期課程  ４５人 

合成・生物化学    ９４人 

           うち修士課程    ６４人 

             博士後期課程  ３０人 

化学工学       ８９人 

           うち修士課程    ６８人 

             博士後期課程  ２１人 

 

農学研究科 

 

農学         ９０人 

           うち修士課程    ６６人 

             博士後期課程  ２４人 

森林科学      １４７人 

           うち修士課程    ９６人 

             博士後期課程  ５１人 

応用生命科学    １７７人 

           うち修士課程   １２６人 

             博士後期課程  ５１人 

応用生物科学    １５５人 

           うち修士課程   １０４人 

             博士後期課程  ５１人 

地域環境科学    １４５人 

           うち修士課程   １００人 

             博士後期課程  ４５人 

生物資源経済学    ７２人 

           うち修士課程    ４８人 

             博士後期課程  ２４人 

食品生物科学     ９０人 

           うち修士課程    ６６人 

             博士後期課程  ２４人 

 

人間・環境学研究科 

 

 

 

 

 

 

 

共生人間学     ２２２人 

うち修士課程   １３８人 

博士後期課程  ８４人 

共生文明学     １８９人                                 

うち修士課程   １１４人 

                 博士後期課程  ７５人 

 



- 46 - 

 相関環境学     １２１人 

うち修士課程    ７６人 

博士後期課程  ４５人 

 

エネルギー科学研究科 

 

エネルギー社会・環境科学 ９４人 

うち修士課程    ５８人 

             博士後期課程  ３６人 

エネルギー基礎科学 １２０人 

           うち修士課程    ８４人 

             博士後期課程  ３６人 

エネルギー変換科学  ６２人 

           うち修士課程    ５０人 

             博士後期課程  １２人 

エネルギー応用科学  ８９人 

           うち修士課程    ６８人 

             博士後期課程  ２１人 

 

アジア・アフリカ地域 

研究研究科 

 

 

 

 

 

東南アジア地域研究  ５０人 

        （うち博士課程 ５０人（五年一貫）） 

アフリカ地域研究     ６０人 

        （うち博士課程 ６０人（五年一貫）） 

グローバル地域研究  ４０人 

        （うち博士課程 ４０人（五年一貫）） 

 

情報学研究科 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

知能情報学     １１９人 

                     うち修士課程    ７４人 

             博士後期課程  ４５人 

社会情報学     １１４人 

           うち修士課程    ７２人 

             博士後期課程  ４２人 

先端数理科学     ５８人 

           うち修士課程    ４０人 

             博士後期課程  １８人 

数理工学       ６２人 

           うち修士課程    ４４人 

             博士後期課程  １８人 

システム科学     ８８人 

           うち修士課程    ６４人 

             博士後期課程  ２４人 
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 通信情報システム  １１７人 

           うち修士課程    ８４人 

             博士後期課程  ３３人 

 

生命科学研究科 

 

 

 

 

 

 

 

統合生命科学    １３７人 

           うち修士課程    ８０人 

             博士後期課程  ５７人 

高次生命科学    １１２人 

           うち修士課程    ７０人 

             博士後期課程  ４２人 

 

総合生存学館 

 

 

総合生存学      １００人 

（うち博士課程１００人（五年一貫）） 

 

地球環境学舎 

 

 

 

地球環境学      ３９人 

          （うち博士後期課程  ３９人） 

環境マネジメント  １０９人 

           うち修士課程    ８８人 

             博士後期課程  ２１人 

 

公共政策教育部 

 

 

 

公共政策       ８０人 

          （うち専門職学位課程 ８０人） 

 

経営管理教育部 

 

 

経営管理      ２００人 

         （うち専門職学位課程 ２００人） 

経営科学       ２１人 

         （うち博士後期課程   ２１人） 

 

 

  

  

 

 


	〔人件費の見積り〕
	期間中総額６８，３３９百万円を支出する。（退職手当は除く。）
	注１）「運営費交付金」のうち、令和３年度当初予算額５６,８３０百万円、前年度よりの繰越額のうち、使用見込額１,１０９百万円
	注２）「施設整備費補助金」のうち、令和３年度当初予算額３,７８７百万円、前年度よりの繰越額２, １８７百万円



